
土
木
事
務
所
長
に
対
す
る
都
市
計
画
法
等
に
係
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
四
号

土
木
事
務
所
長
に
対
す
る
都
市
計
画
法
等
に
係
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

土
木
事
務
所
長
に
対
す
る
都
市
計
画
法
等
に
係
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
四
月
奈
良
県
規

則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
中
次
の
事
項
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
四
以
上
の
階

数
を
有
す
る
建
築
物
、
延
べ
床
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
及
び
新
築
、
増
築

又
は
改
築
に
よ
り
、
四
以
上
の
階
数
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
建
築
物
又
は
延
べ
床
面
積
が
二
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
建
築
物
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。

ア

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

イ

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
示
す
る
こ
と
。

ウ

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
行
う
こ
と
。

エ

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
理
す
る
こ
と
。

オ

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
協
議
を
求
め
る
こ
と
。

カ

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
告
さ
せ
、
又
は
職
員
に
立
ち
入
り
、
若
し
く
は

検
査
さ
せ
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）

附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
五

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
勧
告
及
び
報
告
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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